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●給与上手くんα／給与・賞与 Version 12.101 
 
 
 
 退職所得課税の改正 

 改正前の制度の概要 

 
【退職所得の⾦額】 
原則、次のような計算で算出されます。 
（収⼊⾦額－退職所得控除額）×1／2※＝退職所得の⾦額 
※勤続年数 5 年以下の役員等の退職手当等（以下「特定役員退職手当等」）については、「2 分の 1 課税」
を適用できません。 
 
【退職所得控除額】 
  次の表を基に算出されます。 

  勤続年数（＝Ａ） 退職所得控除額 
20 年以下 40 万円×Ａ 

（80 万円に満たない場合は 80 万円） 
20 年超 800 万円＋70 万円×（Ａ－20 年） 

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100 万円を加えた⾦額。    
 

 改正の内容 
令和 4 年 1 月 1 ⽇以降の短期退職手当等に係る退職所得の⾦額について、計算方法が変わりました。 
 
【短期退職手当等】 
退職手当等のうち、役員等以外の者としての勤続年数が 5 年以下であるものに対応する退職手当等。 
 
【短期退職手当等に係る退職所得の⾦額の計算方法】 
控除後の⾦額に応じ、次の表から算出されます。 

収⼊⾦額－退職所得控除額≦300 万円 収⼊⾦額－退職所得控除額＞300 万円 
（収⼊⾦額－退職所得控除額）×1/2 150 万円+｛収⼊⾦額－（300 万円+退職所得控除額）｝ 

※150 万円︓300 万円以下の部分の退職所得の⾦額 
 ｛ ｝内︓300 万円超の部分の退職所得の⾦額 

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100 万円を加えた⾦額。 
 
 
 
 
 
 

当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7 搭載機へのインストールは
不可となっています。 
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 給与⽀払報告書（総括表） 

関東タイプ、関⻄タイプとも帳票に変更がありました。 
 

 その他の改良、修正を⾏いました。 
 
※詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:12.101）の変更点”を参照してください。 

 

その他の改良、修正を⾏いました。 
 

 

 

 

 

 
※他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを⾏われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応 

プログラムのインストールを⾏い、バージョンを統⼀してください。 



３ 

給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:12.101）の変更点 

改正内容 
 
Ⅰ．退職所得課税の改正 
 

１）改正前の制度の概要 
【退職所得の⾦額】 
原則、次のような計算で算出されます。 
（収⼊⾦額－退職所得控除額）×１／２※＝退職所得の⾦額 

※勤続年数５年以下の役員等の退職⼿当等（以下「特定役員退職⼿当等」）については、「２分の１課税」 
を適用できません。 

 
  【退職所得控除額】 
  次の表を基に算出されます。 

  勤続年数（＝Ａ） 退職所得控除額 
20 年以下 40 万円×Ａ 

（80 万円に満たない場合は 80 万円） 
20 年超 800 万円＋70 万円×（Ａ－20 年） 

   ※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100 万円を加えた⾦額。    
 

２）改正の内容 
令和 4 年 1 月 1 ⽇以降の短期退職⼿当等に係る退職所得の⾦額について、計算⽅法が変わりました。 
 
【短期退職⼿当等】 
退職⼿当等のうち、役員等以外の者としての勤続年数が５年以下であるものに対応する退職⼿当等。 

 
【短期退職⼿当等に係る退職所得の⾦額の計算⽅法】 
控除後の⾦額に応じ、次の表から算出されます。 

収⼊⾦額－退職所得控除額≦300 万円 収⼊⾦額－退職所得控除額＞300 万円 
（収⼊⾦額－退職所得控除額）×1/2 150 万円+｛収⼊⾦額－（300 万円+退職所得控除額）｝ 

※150 万円︓300 万円以下の部分の退職所得の⾦額 
 ｛ ｝内︓300 万円超の部分の退職所得の⾦額 

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、100 万円を加えた⾦額。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



４ 

Ⅱ．給与支払報告書（総括表）（ProⅡのみ） 
 

１）給与支払報告書（総括表） 
  ①関東タイプ、関⻄タイプとも帳票に変更がありました。 
 

  ●関東タイプ 
   （令和 3 年度）                （令和 4 年度） 
 
 

※
赤枠は
削除さ
れた項
目です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●関⻄タイプ 

    （令和 3 年度）                （令和 4 年度） 
 

※
赤枠は
削除さ
れた項
目です。 
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 改 良 
 

■⼊⼒画⾯等を開くと、マスターバージョンアップが⾏われます。 

 
Ⅰ．給与・賞与／⼊⼒・出⼒ 
 

１）退職⾦明細書 
  ①改正に対応するため、業務画⾯を変更しました。 
   ●従来 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ●変更後 

 
    ・⻩⾊枠内は変更ありません。 

・赤枠内は、改正により主として変更した部分です。 
    ・⻘枠内は項目に⼀部変更があります。 
    ※役員就任年月⽇、役員退任年月⽇について、今回の改良で削除となっています。 

（帳票への出⼒はしない項目であったため。） 

※ご注意※ 
改正内容の適用は令和 4 年 1 月 1 ⽇以降ですが、令和 3 年以前マスターであっても、マスターバー
ジョンアップ後は退職⾦明細書画⾯が令和 4 年改正対応の画⾯になります。 
（⼊⼒済みの内容は、変更後の画⾯の該当する欄に転記されます。） 
令和 3 年以前マスターの場合、短期退職に関する選択肢や⼊⼒欄は制御されます。詳細は後述をご参
考ください。 



６ 

  ②「退職所得の種類」を新設しました。 
   ・従来では⼀般・特定役員の 2 種類でしたが、改正により短期の区分が増えたため、特定役員の有無の 

選択肢を廃止し、代わりに退職所得の種類を設置しました。 

 
   ・退職所得の種類を選択すると、該当欄が⼊⼒可能となります。⼊社・退職年月⽇を⼊⼒して勤続年数 

と控除額を算出します。下表は退職所得の種類と、⼊⼒可能となる欄です。 
退職所得の種類 ⼊⼒可能な欄 
⼀般退職 ⼀般退職 
短期退職 短期退職 
特定役員退職 特定役員退職 
⼀般・短期がある場合 ⼀般退職、短期退職、⼀般・短期 重複年数 
⼀般・特定役員がある場合 ⼀般退職、特定役員退職、⼀般・特定役員 重複年数 
短期・特定役員がある場合 短期退職、特定役員退職、短期・特定役員 重複年数 
⼀般・短期・特定役員がある場合 全ての⼊⼒欄 

 
例）⼀般・短期がある場合を選択 

       ※この例では、特定役員退職欄や特定役員との重複年数欄は、グレーで⼊⼒できません。 
 
   ・退職所得の種類のうち「短期退職」「⼀般・短期がある場合」「短期・特定役員がある場合」「⼀般・ 

短期・特定役員がある場合」は、令和 4 年以降マスターで、かつ、退職年月⽇が“令和 4 年 1 月 1 ⽇ 
以降”の退職者のケースのみコンボボックスに表⽰されます。 

 
                           
 
 
 
 
 
 

⼀般退職 

短期退職 

⼀般・短期 重複年数 

退職年月⽇が令和 3 年中のケース 



７ 

  ③「上記以外の退職⼿当」について、内訳で⼊⼒するよう変更しました。 
 ・「上記以外の退職⼿当」は⼿⼊⼒不可となり、内訳の合計⾦額が表⽰されます。 

    ●従来 

 
    ●変更後 

 
     

④「⼀般退職⼿当」〜「特定役員退職所得控除額」を、⼀般、特定役員に関する項目内に移動しました。 
●従来 

 
 

●変更後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

≪退職⾦明細書の⼊⼒の流れ≫ 
A 社から退職⼿当を受けている社員に、同⼀年中に B 社からも退職⼿当を支給するときの、B 社の 
退職⾦明細書の作成⽅法 

・A 社…⼀般退職 H10.4.1〜R4.3.31 10,000,000 円 
・B 社…短期退職 R1.5.1〜R4.11.30 5,000,000 円 

 
⑴B 社の退職⾦について、退職⾦額と⼊社・退職年月⽇を⼊⼒します。 

 
 

合計 
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⑵退職所得の種類と支給区分を⼊⼒します。 
・退職所得の種類は A 社が⼀般、B 社が短期のため、「⼀般・短期がある場合」を選択 
・支給区分は他からの異なる 2 社の支給のため、「他から支給（当年中）」を選択 

 
⑶A 社、B 社の⼊社・退職年月⽇と、B 社の退職⾦を「退職⾦（短期）」に⼊⼒します。 
 ＊期間の⼊⼒のポイント＊ 

その年に 2 以上の退職⼿当等がある場合の勤続年数は、「最も⻑い期間+最も⻑い期間と重複 
していない期間」で計算します。 

    ・最も⻑い期間＝A 社の 24 年（H10.4.1〜R4.3.31） 
    ・最も⻑い期間と重複していない期間＝B 社のうち（R4.4.1〜R4.11.30） 
    ・勤続年数＝H10.4.1〜R4.11.30 の 25 年 →これを⼀般退職の期間に⼊⼒します。 

 
⑷⼀般・短期 重複年数を⼊⼒します。 

 
⑸上記以外⼿当内訳 ⼀般に A 社の退職⾦を⼊⼒して完了となります。 



９ 

  ④F4 プレビュー、F5 印刷を⾏う際、⼀⼈分・⼀⼈分封筒用の「連絡欄選択」について、以下のケースで 
選択欄にチェックのない状態になるよう変更しました。 
・連絡欄設定を個⼈選択で処理終了し、次回起動したとき。 
・出⼒社員選択が未選択で、連絡欄設定の会社共通から個⼈選択に切り替えたとき。 
・異なる連絡欄を設定している複数の社員について出⼒社員選択で指定したとき。 
 
 
 

 
Ⅰ．年末調整／給与支払報告書（ProⅡのみ） 
 

１）給与支払報告書（総括表） 
  ①様式の変更に伴い、総括表（⼊⼒）画⾯を変更しました。 
   ・「特別徴収税額の払い込みを希望する⾦融機関」「前年度分の特別徴収義務者指定番号」を削除しま 

した。 
   ・「会計事務所等の名称（Home）」から「関与税理⼠等の⽒名 所在地 電話番号（Home）」に変 

更しました。また、関⻄タイプに合わせ「所在地」を新設しました。 
    ●従来 

 
    ●変更後 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

削除 



１０ 

  ②総括表（印刷）画⾯を、総括表（⼊⼒）画⾯の変更に伴い、以下のように変更しました。 
   ・提出区分のうち「年間分、退職者分」の選択を削除しました。 

（関東タイプ、関⻄タイプともに様式から項目が削除されたため。） 
      
  
 
 
   ・提出区分の選択肢の削除に伴い、オプションから「退職者分選択時、全ての項目を印刷」を削除しま

した。 
    
 
 
 
 
 
 

 
・「義務者番号」を「指定番号」に変更しました。 
・関⻄タイプでは、指定番号の「新規を丸で囲む」を「新規の場合は「１」を記⼊」に変更しました。 

 
    
 
 
 

 
・出⼒を、各々改正様式に合わせて変更しました。 

    ●関東タイプ 

 

削除 

削除 

※☑すると、出⼒時、右上に 
「１」が表⽰されます。 



１１ 

    ●関⻄タイプ 

 
 

 修 正 
 
Ⅰ．給与・賞与／⼊⼒・出⼒ 
 

１）給与・賞与／年末調整データ⼊⼒（ProⅡは年末調整タブから同様の処理が可能） 
①給与収⼊が 1,000 万円を超えている社員の控除⼊⼒タブを開くと、配偶者控除を対象外に変更する旨の 
 メッセージが出て区分が変わっていたのを修正しました。 

・年調時以外（通常月）では、年調区分に関わらず、配偶者区分「⼀般・⽼配」の配偶者の情報が登録 
 されていると、上記メッセージが出て「対象外」に変わっていました。 
・年調時では、年調区分が「年調しない」の社員において、現象が起きていました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

※ご注意※ 
配偶者区分の変更が伴う不具合です。通常月の給与計算には影響しませんが、年調時の扶養控除額の
計算に影響があります。通常月で区分変更されてしまった社員につきましては、お⼿数ですがご確認
いただきますようお願いいたします。（年調時は「年調しない」社員のみの現象のため、年調計算に
影響はありませんが、区分の変更はされております。） 



１２ 

２）退職⾦明細書 
①「前の退職⼿当についての勤続年数及勤続年数に応ずる控除の⾦額」（従前のプログラムでは「左の勤 

続年数に通算された前の退職⼿当についての勤続年数及勤続年数に応ずる控除の⾦額」）の年数につい 
て、誤った年が算出されるケースがあったため修正しました。 

※令和 4 年以降マスターが対象です。 
 

現象の例︓自）平成 25 年 4 月 1 ⽇ 至）平成 29 年 3 月 31 ⽇（ちょうど 4 年）のとき 

「勤続年数及び勤続年数に応ずる控除の⾦額」は 13 年 8 か月のため、切り上げて 14 年。 
「左の勤続年数に〜控除の⾦額」の年数はちょうど 4 年だが、切り捨てられて 3 年。 
「差引退職所得控除額」は、5,600,000－1,600,000＝4,000,000 が正しいが、4,400,000 円とな 
っていました。 

 
 
 
 
Ⅱ．給与・賞与／出⼒ 
 

１）出⼒処理／社会保険チェックリスト 
  ①前年⼜は当年過去月に⼀度、(1)在職区分「当月退職、既退職、継続雇用」及び(2)退職年月⽇の双⽅を 

⼊⼒されていた社員が、「当月退職者」になると、⼦育て拠出⾦が計算されなかった（当該欄に出⼒さ 
れなかった）のを修正しました。 
 

 
 

 
 

以上 

●修正前 

●修正後 


